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各地方整備局企画部 総括技術検査官 殿
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大臣官房技術調査課

工事監視官

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

請負工事成績評定要領の弾力的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた国土交通省直轄事業の対

応については、「国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向

けた具体的対策について」（令和２年５月７日、国地契第６号、国官技第２９号、国営管

第６１号、国営計第１５号、国北予第７号）により通知されているところであるが、別

紙の「２．（４）成績評定における取組」については、下記の通りに運用することとする。

記

１．請負工事成績評定要領の別紙－１③考査項目別運用表のⅢ．安全対策

評価項目の内、「災害防止協議会等を１回／月以上行っている」「安全教育及び安全訓

練等を半日／月以上実施している」については、新型コロナウイルスの感染拡大防止対

策として関係者を集めて協議会や訓練（以下、協議会等）を実施することが適正ではな

いと判断される場合は、協議会等の実施時期の調整や参加者を分割して協議会等を実施

した場合等においても、成績評定で評価できるものとする。

２．その他

上記以外の項目で、請負工事成績評定要領の弾力的な取り扱いを行う必要がある場合

には、大臣官房技術調査課工事監視官まで、適宜、相談されたい。

以上


